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１．事例の概要 

初産婦。妊娠３２週、７５ｇ糖負荷試験が行われ、２時間後の血糖値が１

７９ｍｇ／ｄＬであった。妊娠３９週５日深夜、破水となり、妊娠３９週６

日、入院となった。入院から１時間１５分後、陣痛が発来した。陣痛発来か

ら約１４時間３０分後、微弱陣痛のためオキシトシンの投与が開始された。

オキシトシンの投与開始から約２時間後、子宮口の全開大が確認された。オ

キシトシンの投与開始から５時間４５分後、クリステレル胎児圧出法が行わ

れて児が娩出された。胎盤、臍帯の異常はなく、羊水混濁はなかった。分娩

所要時間は２０時間３３分（分娩第Ⅰ期１６時間２０分、分娩第Ⅱ期３時間

５２分、分娩第Ⅲ期２１分）であった。 

児の在胎週数は３９週６日で、体重は３１６０ｇであった。アプガースコ

アは、生後１分３点（心拍２点、反射１点）、生後５分５点（心拍２点、呼吸

１点、皮膚色２点）であった。臍帯動脈血ガス分析値は、ｐＨ６．７７８、

ＰＣＯ２７３．０ｍｍＨｇ、ＰＯ２２３．０ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－１０．６ｍｍ

ｏｌ／Ｌ、ＢＥ－２５．１ｍｍｏｌ／Ｌであった。酸素投与とバッグ・マス

クによる人工呼吸が行われた。酸素投与を中止すると経皮的動脈血酸素飽和

度が低下する状態が続き、ぴくつきがみられたため、生後２時間３３分、Ｎ

ＩＣＵへ搬送となった。入院当日の頭部超音波断層法で頭蓋内の出血が疑わ

 - 1 -



れたため、脳低温療法は行われなかった。生後１ヶ月の頭部ＣＴは、脳実質

はテント上、テント下ともに、脳幹の一部を除き低吸収域であり、浮腫は軽

減、萎縮し、脳室内出血が認められた。 

本事例は、診療所における事例であり、産婦人科専門医１名（経験年数３

５年）、助産師２名（経験年数４年、１４年）、看護師１名（経験年数１１年）、

准看護師４名（経験年数２～１９年）が関わった。 

    

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例の脳性麻痺発症の原因は、分娩第Ⅱ期の繰り返す低酸素状態が児の

出生まで持続したことにより、胎児が高度の低酸素血症、アシドーシスに至

ったことであると考えられる。胎児心拍数陣痛図の子宮収縮の波形が不明瞭

であるため、過強陣痛が存在したかについては不明であるが、オキシトシン

による頻回の子宮収縮が胎児の低酸素血症、アシドーシスを増悪させた可能

性もある。 

    

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠中の管理は一般的である。 

微弱陣痛のため子宮収縮薬による陣痛促進を開始したことは選択肢として

あり得る。子宮収縮薬の使用法に関しては増加量および最終投与量が推奨さ

れている投与量よりも多く、基準から逸脱している。波形レベル４（異常波

形中等度）がみられる状態であったが、波形レベル３（異常波形軽度）と判

断し、経過観察とし、クリステレル胎児圧出法以外の急速遂娩を行わなかっ

たことは一般的ではない。 

出生後の児への対応は一般的である。 
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４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）子宮収縮薬の使用法について 

子宮収縮薬の使用に際しては、日本産科婦人科学会および日本産婦人

科医会によって取りまとめられた「子宮収縮薬による陣痛誘発・陣痛促

進に際しての留意点」に則した使用法が勧められる。 

（２）胎児心拍数陣痛図の判読と対応について 

日本産科婦人科学会周産期委員会の推奨指針を踏まえた判読と対応を

習熟することが望まれる。また、判読した内容については診療録へ記載

することが望まれる。 

（３）分娩進行の評価について 

分娩が遷延する場合は、陣痛のみならず、児頭骨盤不均衡、回旋異常

を疑うなど胎児および産道の評価を行い、分娩が遷延する原因を検索す

ることが望まれる。 

（４）分娩監視装置の装着について 

胎児心拍数、子宮収縮波形が判読困難である状態が持続していた。今

後は、可能な限り正確な記録ができるように正しく装着し、胎児心拍数

陣痛図を明瞭に記録することが望まれる。 

（５）胎盤病理組織学検査の提出について 

児が重症新生児仮死で出生した場合は、胎盤を病理組織学検査に提出

することが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

 

 - 3 -



 - 4 -

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

ア．ガイドラインの普及について 

子宮収縮薬の使用と胎児心拍数波形の解説に関して、産科医療に携わ

る医療者へ産婦人科ガイドラインの一刻も早い普及徹底を図ることが

望まれる。 

イ．子宮収縮薬使用時の過強陣痛の診断基準について 

子宮収縮薬使用時の過強陣痛の診断基準について検討することが望

まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


